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（１）平成１９年度委員の市町村名

池田市・富田林市・河内長野市・箕面市・門真市・泉南市・交野市・阪南市・熊取町・豊能町・千早赤阪村　

（２）開催状況

①平成１９年７月２日（月）開催

内容：協議方式による事務移譲について

（「大阪府食の安全安心推進条例に基づく食品等の自主回収報告に係る受理等」の事務等）

これまでの取組について

今後の事務移譲の進め方について

②平成１９年１１月２８日（水）開催

内容：協議方式による事務移譲について

（「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例に基づく農業経営計画の認定申

請の受理等」の事務等）

パッケージ移譲の進め方について

地方分権改革推進委員会の取組み状況ついて

（「中間的な取りまとめ」の概要説明）

（３）パッケージ方式の移譲状況と今後の進め方について

関連する事務を一括して移譲する「パッケージ方式」が平成１８年８月から導入され、これまで８パッケージ

（２８法令１７９条項）を延べ１７３市町村に移譲しました。

平成１９年１１月の分権協議会では、今後の方針として、市町村の規模別に概ね相応しいパッケージを選定し、

個々の市町村において積極的に検討することが決定されました。

（規模別に相応しいとされたパッケージ）

政令市・中核市 ①住民との協働　②暮らしの安心

特例市・市 ①老人福祉Ⅲ　　②住民との協働・老人福祉Ⅱ　③暮らしの安心・子育て応援

町村 ①暮らしの安心　②老人福祉Ⅱ・Ⅲ　③住民との協働

大阪府・市町村分権協議会

DECENTRALIZATION DIARY Vol.30

第30号（平成２０年３月）

発行：大阪府・市町村分権協議会

編集：分権協事務局分権ダイアリー編集担当
（大阪府総務部市町村課行政Ｇ）

00自治大阪2008.03月号  08.3.24 4:15 PM  ページ 91



92 自治大阪 ／ 2008 － 3

【パッケージ一覧】 平成２０年２月１日現在

事務移譲に際して、事務の内容・手順等を示したマニュアルの作成・配布や説明会の開催等を行っていま

す。平成１９年１２月に開催した「住民との協働」パッケージについての説明会（写真）には、各市町村から８１

名の参加がありました。今後も、必要に応じて説明会を開催するなどきめ細かな支援を行っていきます。

移譲事務説明会の開催
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「地方分権改革推進法」が平成１８年１２月に可決され、平成１９年４月に施行されました。これを受けて内閣

府に「地方分権改革推進委員会」が設置されています。

この委員会は、同法に基づき、内閣総理大臣から任命された７名の委員で組織され、内閣総理大臣に対し、

地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を勧告すること及び必要に応じて地方分権改革の推進に関

する重要事項について意見を述べるという２つの役割を担っています。

同委員会の開催は、既に３３回を数え（平成２０年１月３０日現在）、これまで、平成１９年５月には「基本的な考

え方」が、平成１９年１１月には「中間的な取りまとめ」が示されました。この他にも、全国各地で地方分権懇

談会等が開催されています。

今後も、地方分権改革において取り組むべき課題について、さらに議論を深め、今春以降、政府に対し、順

次勧告がなされる予定です。政府はこれを受け、地方分権改革推進計画を作成の上、平成２１年度中に関係法令

をまとめて改正する新地方分権一括法案を国会に提出する方針です。

【委員会のホームページ】

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃａｏ.ｇｏ.ｊｐ/ｂｕｎｋｅｎ-ｋａｉｋａｋｕ/ｉｉｎｋａｉ/ｉｉｎｋａｉ-ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ

【今後の流れ】

【市町村への権限移譲の法制化の推進】

「基本的な考え方」には都道府県からの移譲も含めた基礎自治体への権限移譲の推進が盛り込まれており、

「中間的な取りまとめ」においても、都道府県から市町村への権限移譲の法制化の推進という考えが示されま

した。その内容は、条例による事務処理の特例制度の活用実績を積極的に評価し、複数の都道府県において、

小規模な市町村も含め移譲がなされている事務については、本来市町村の事務として位置づけられるべきもの

として、法令上制度化することを検討するとしています。

地方分権改革推進委員会の動き
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【「中間的な取りまとめ」中、都道府県から市町村への権限移譲関係の抜粋と工程表】

大阪版地方分権推進制度に基づき平成２０年４月に行う事務移譲は、１９事務・１９７市町村に決定しました。

具体的な移譲事務名、移譲先市町村は下記のとおりです。

平成２０年４月移譲事務決定
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大阪版地方分権推進制度に基づく平成２０年４月移譲事務
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